
 

令和 4年(2022年)8月 2日 

 

  

第 333号 

令和 4年(2022年) 

8月 2日 

火曜日 

目 次 

告示 
○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除（水環境課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定（水環境課） 

○ 埼玉県農業災害対策特別措置条例に規定する特別災害の告示（農業支援課） 

○ 電線共同溝を整備すべき道路の指定（道路環境課） 

○ 草加都市計画事業八潮南部西一体型特定土地区画整理審議会の委員の選挙期日（八潮新

都市建設事務所） 

○ ヘリコプター（アグスタ式Ａ109Ｅ型ＪＡ323Ｎ）4400 時間点検の請負に関する落札者

等の公示（会計課） 

○ トヨタ社製四輪車両用純正部品ほか 11 品目の単価契約に関する落札者等の公示（会計

課） 

○ 埼玉県教育委員会定例会の招集（教委・総務課） 

○ 不在者投票を行うことができる施設の指定（選挙管理委員会） 

正誤 
○ 埼玉県告示第 647号中訂正（森づくり課） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
四
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部
解
除

す
る
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
蕨
市
中
央
二
丁
目
四
番
二
の
一
部
、
四
番
十
一
の
一
部
、
四
番
十

 

二
の
一
部
、
四
番
十
三
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

三 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 

                   



 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
深
谷
市
幡
羅
町
一
丁
目
九
番
二
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物 

 

質
の
種
類 

 
 

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

 
 



 

別図 



 

告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号 

 
令
和
四
年
七
月
十
二
日
の
大
雨
に
よ
る
災
害
を
令
和
四
年
八
月
二
日
、
埼
玉
県
農
業
災
害
対
策

特
別
措
置
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
特
別
災
害
と
し
て

指
定
し
た
。 

令
和
四
年
八
月
二
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
七
号 

 
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

   

 

 

 

県
道 

道
路
の
種
類 

 

 

蕨
桜
町
線 

路 
線 

名 

 

埼
玉
県
川
口
市
芝
五
丁
目
六
三
五
番
一
地
先
か
ら 

埼
玉
県
川
口
市
芝
二
丁
目
二
六
番
六
〇
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 

間 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
八
号 

土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
草

加
都
市
計
画
事
業
八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
審
議
会
の
委
員
の
選
挙
期
日
を
令
和

四
年
十
一
月
六
日
と
定
め
た
。 

令
和
四
年
八
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
九
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 



１ 購入等件名及び数量 

  ヘリコプター（アグスタ式Ａ109Ｅ型ＪＡ323Ｎ）4400時間点検の請負 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和４年６月13日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  朝日航洋株式会社 東京都江東区新木場４丁目７番41号 

５ 落札金額 

  41,800,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和４年４月26日 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 



１ 購入等件名及び予定数量 

  トヨタ社製四輪車両用純正部品ほか11品目の単価契約 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和４年６月13日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社コイズミ 東京都板橋区熊野町33番３号 

５ 落札金額 

  39,970,425円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和４年４月26日 

 

 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

一 

日
時 

 
 

令
和
四
年
八
月
八
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

県
議
会
令
和
四
年
九
月
定
例
会
提
出
予
定
案
件
に
つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 



告

示 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
五
十
九
号 

 

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項 

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者 

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 

  

老
人
ホ
ー
ム 

老
人
ホ
ー
ム 

種 
 

別 

社
会
福
祉
法
人
明
雄
福
祉
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

鶴
ヶ
丘
の
里 

社
会
福
祉
法
人
千
歳
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ち
と
せ
北
本 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
鶴
ヶ
丘
二
十
七

番
地
七
号 

埼
玉
県
北
本
市
深
井
三
丁
目
二
十

五
番
地
一 所 

 

在 
 

地 



正

誤 

  
埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
七
号
（
令
和
四
年
六
月
二
十
一
日
第
三
百
二
十
一
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
行 

一 
 

 
 

前
か
ら
六 

 

誤 

 
 

埼
玉
県
秩
父
市
荒
川
贄
川
字
三
ツ
沢
一
三
八
八
番
六
、
一
三
八
九
番
三 

 

正 

 
 

埼
玉
県
秩
父
市
荒
川
贄
川
字
三
ツ
沢
一
三
八
八
番
六
・
一
三
八
九
番
三
（
以
上
二
筆
に
つ
い

て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

 

ペ
ー
ジ 

 

行 

一 
 

 
 

前
か
ら
十 

 

誤 

 
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 

 

正 

 
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 

 
 

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
埼
玉
県
庁
及
び
秩
父
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
） 
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